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輝
か
し
い
平
成
30
年
の
新
春
を
寿
ぎ
、
会
員
と
そ
の

ご
家
族
の
皆
様
方
に
は
お
健
や
か
に
佳
き
新
春
を
お
迎

え
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
日
頃
か
ら
本
会
の
事
業
運
営
に
深
い
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
会
は
昭
和
57
年
２
月
の
発
足
以
来
、
今
年
で
36
年

目
を
、
ま
た
、
一
般
財
団
法
人
に
移
行
し
て
５
年
目
を

迎
え
ま
す
が
、
こ
の
間
、
会
員
皆
様
方
の
福
利
厚
生
の

向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
逐
次
事
業
内
容
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、
在
職
中
は
も
と
よ
り
退
職
後
に
お
け
る

医
療
費
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
医
療

給
付
事
業
な
ど
互
助
会
設
立
趣
旨
に
沿
っ
た
事
業
推
進

に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

さ
て
、
ご
案
内
の
と
お
り
超
高
齢
社
会
へ
進
行
す
る

中
、
生
活
習
慣
病
の
増
加
等
を
背
景
と
し
た
医
療
費
の

増
大
は
、
社
会
保
障
制
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
地
方
公
務
員
を
取
り
巻
く
環
境
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
働

き
方
改
革
実
現
の
た
め
に
福
利
厚
生
の
充
実
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
本
会
の
果
た
す
役
割
は
誠
に
重
要
な
時
期

に
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
に
お
き
ま
し
て
も
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
協

力
を
得
ま
し
て
、
本
会
の
適
切
か
つ
円
滑
な
事
業
運
営

に
努
め
、
会
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
様
の
福
利
厚
生
事

業
発
展
の
た
め
、
役
職
員
力
を
合
わ
せ
て
最
善
の
努
力

を
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

何
卒
、
本
年
も
皆
様
方
の
一
層
の
ご
理
解
、
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り

申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

新
年
あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
頭
の

　

ご
あ
い
さ
つ

一
般
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
村
職
員
互
助
会

会　

長　

菅    

良  

二

﹇
会　

長
﹈ 

菅 

良
二 （
今
治
市
長
）

﹇
副
会
長
﹈ 

清
水 

裕 （
大
洲
市
長
）

﹇
副
会
長
﹈ 

山
内 

貴
志 （
新
居
浜
市
職
員
）

﹇
理　

事
﹈ 

岡
原 

文
彰 （
宇
和
島
市
長
）

﹇
理　

事
﹈ 

神
田 

紀
香 （
新
居
浜
市
職
員
）

﹇
理　

事
﹈ 

河
本 

一 （
砥
部
町
職
員
）

﹇
監　

事
﹈ 

岡
本 

靖 （
松
前
町
長
）

﹇
監　

事
﹈ 

瀬
川 

幹
雄 （
松
山
市
公
営
企
業
局
職
員
）

﹇
評
議
員
﹈ 

武
智 

邦
典 （
伊
予
市
長
）

﹇
評
議
員
﹈ 

宮
脇 

馨 （
上
島
町
長
）

﹇
評
議
員
﹈ 

高
門 

清
彦 （
伊
方
町
長
）

﹇
評
議
員
﹈ 

和
田 

雅
志 （
久
万
高
原
町
職
員
）

﹇
評
議
員
﹈ 

山
内 

武
弥 （
八
幡
浜
市
職
員
）

﹇
評
議
員
﹈ 

中
平 

大
介 （
松
野
町
職
員
）

﹇
評
議
員
﹈ 

野
田 

裕
久 （
愛
媛
大
学
法
文
学
部
教
授
）

﹇
評
議
員
﹈ 

白
石　

孝
夫   

愛
媛
県
市
町
村
職
員　

年
金
者
連
盟
会
長

﹇
評
議
員
﹈ 

池
田 

正
司 （
元
松
山
市
職
員
）

﹇
評
議
員
﹈ 

伊
藤　
　

正   

愛
媛
県
市
町
村
職
員

共
済
組
合
事
務
局
長

外
職
員
一
同

賀
正
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給付内容

知っておきたい  退職後の互助会事業
　本年度も共済組合と共催で、退職予定者相談会を昨年８月から県内１２か所で開催しています。
　主に互助会の退職福祉事業、厚生事業（共済グループ保険等）の説明を行い、個別に相談を受けております。概略は次のと
おりです。

退職者医療給付事業1

　退職者医療給付事業に「加入する」か「加入しない（加入できない）」のいずれかによって、次の手続が必要となります。

あなたは、退職者医療給付事業の加入資格がありますか？● ● 退職者医療給付事業の加入資格

※被扶養者とは、各保険者の認定要件を満たしている者

加入資格がある
①共済組合の任意継続組合員（被扶養者を含む。）
②国民健康保険・健康保険の加入者（被扶養者を含む。）

退職後２０日以内に提出（所属所経由）
退職医療返還一時金請求書

会員期間中に脱退・死亡した場合
退職会員・配偶者特別会員資格喪失申出書兼退職医療死
亡弔慰金・退職医療脱退一時金請求書

※平均給料月額317,000円（平成29年1月1日における平均給料月額）

● ● 平成29年3月31日退職の場合

一時
拠
出
金
の
算
定

一 時 拠 出 金
(A) ３１７，０００円

一時拠出金算出の基礎となる
給料の額

×　　　　　×　   96月　＝　４５，６４８円

（360月－平成７年４月分以後の掛金払込月数）

一 時 拠 出 金
(B)

×　　　　　×　132月　＝　４１，８４４円
（平成18年４月分以後の掛金払込月数）

控 除 額
(C) ５，０００円　×　　　　　　　　年　＝　　　　　　　円 （ 満60才を超えて資格取得する場合、一時

拠出金から差し引きます。）

退 職 餞 別 金
(D)

（5,000円×６年） ＋ （8,000円×３年）
＋　　　　　　円（特例） ＝ 54,000円

( 平成6年10月31日までに現職会員の資格
を取得していた者は、一時拠出金から退
職餞別金を差し引きます。)

一時拠出金払込額
（Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）

(A)　45,648円　＋　(B)　41,844円　－　(C)　　　　　　　円　－　
(D)　54,000円　＝　33,492円

1.5
1000

1.0
1000

①退職会員…満５５歳以上で満７０歳までに退職した者
②配偶者特別会員…満５５歳以上で満７０歳までに死亡退職した現職会員の配偶者で、満５５歳以上満７０歳までの者

加入資格がない

加入する 加入しない

退職後２０日以内に提出（所属所経由）
退職会員・配偶者特別会員資格取得申出書

一時拠出金の算定・納付書の送付
平成７年４月１日以後の現職会員の掛金払込期間が３６０月に
満たない者は一時拠出金の払込みが必要です。

退　　　　　　職

　退職会員又は配偶者特別会員が満６０歳に達した日から７０歳までの間において医療機関等で診療を受けた場合、及び
その間において退職会員等の被扶養者（７０歳に達している者を除く。）が医療機関等で診療を受けた場合、当該医療機関
等に支払った保険診療分の一部負担金が１件につき7,000円を超えるとき、その超えた金額（100円未満切捨て）を給付し
ます。この場合、国民健康保険等から給付される高額療養費、共済組合等から給付される附加給付及びその他これらに
類する制度の給付を受けた場合、その給付された金額は控除します。

加入手続
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〔事例〕　 退職会員、配偶者特別会員及びその被扶養者が支払った１件当たりの医療費に係る給付内容 
※高額療養費57,600円に該当する者で、12か月の高額療養費該当回数が1～ 3回の場合

医
療
費（
自
己
負
担
額
）

共済組合の任意継続組合員及び
その被扶養者

国民健康保険又は協会けんぽの
被保険者及びその被扶養者

57,600円 共済組合から高額療養費が支給 国民健康保険又は協会けんぽの
被保険者高額療養費が支給

25,000円 共済組合から附加給付等が支給
互助会から退職医療給付金が支給

7,000円 互助会から退職医療給付金が支給
自己負担 自己負担

退職医療給付金＝50,600円退職医療給付金＝18,000円

● ● １件の取扱い等
区　　　　　分 取　　　　　扱 例

1 診療を受けた医療保険制度の保険者ご
とに１件

異なる医療保険制度の保険を利用して、診療を受け
たときは、保険者ごとに１件

愛媛県市町村職員共済組合と国民健康保険を利用し、
診療を受けた…２件

2 診療を受けた月ごとに１件 月の初日から末日までの診療についての１か月を１件 同じ医療機関での診療が２か月にわたった…２件

3 診療を受けた保険医療機関ごとに１件 同じ月に医療機関を異にして診療を受けたときは、
保険医療機関ごとに１件

同じ月にＡ病院、Ｂ病院で診療を受けた…２件（複数
科を有するＡ病院において、複数科にわたって診療を
受けたときは１件）

4 入院と通院の場合は、それぞれ１件 同じ月に同じ医療機関で入院と通院による診療を受
けたときは、入院、通院ごとそれぞれ１件 同じ月に入院－通院－入院…２件

5 医療機関と保険薬局とが区別されてい
る場合は、それぞれ１件

同じ月に診療を受け、診療を受けた医療機関での処
方箋により、保険薬局で調剤代を支払ったときは、そ
れぞれ１件

病院で診療を受け、その処方箋により院外の薬局で薬
代を支払った…２件

※給付対象外
　 ① 室料差額等の保険適用外のもの（予防接種、健康診断、文書料、室料差額、自費による歯科治療等）、② 入院時にお
ける食事療養標準負担額、③ 受診時定額負担（特定機能病院及び地域医療支援病院を紹介状なしで受診）

厚生事業（退職後の共済グループ保険・がん保険・互助会積立年金）2

種類 加入条件 加入対象者 加入内容 退職後の保険料等

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険

団体定期保険

退職した年の翌年１月１日現在の年齢
が満54歳６か月を超え、かつ退職前３
年間、継続加入している加入者が退職
した場合

元組合員と配偶
者（こどもの加
入はできませ
ん。）

満75歳６か月まで継続加入がで
きます。改めて次の４コースか
ら選択のうえ、申込みが必要と
なります。
・200万円コース
・250万円コース
・450万円コース
・500万円コース

退職（年度末）した年の未払保険料
（4月～12月分）は、所属所を経由し
て一括払込となります。（団体定期保
険、医療保障保険、重病克服支援制
度及び療養給付プラン）

医療保障保険 保険料を一括前納し、団体定期保険に
加入の者

元組合員と配偶
者

退職した年の翌年からも退職時
の加入内容で、満69歳６か月ま
で継続加入ができます。

退職した年の翌年以降の保険料（団
体定期保険、医療保障保険及び重病
克服支援制度）については、登録口座
より毎月の口座振替をします。また、
併せて手数料308円／月を振り替え
ます。（初回：退職した年の12月）

重病克服支援
制度

保険料を一括前納し、団体定期保険に
加入の者

元組合員と配偶
者

退職した年の翌年からも退職時
の加入内容で、満71歳6か月ま
で継続加入ができます。

療養給付プラン 翌年１月以降の継続加入はできません。 ー ー ー
※ 口座振替及び配当金に係るご案内等の事務につきましては、業務委託業者である「株式会社　日本共同システム（ＮＫＳ）」が取り扱います。また、口座振替
ができない月が２か月続くと「脱退」扱いとなりますので、ご注意ください。

が ん 保 険 退職時の加入内容で終身加入することができます。退職した年の未払保険料は、所属所を経由して一括払込となります。（商品に
より、４月～１０月分、５月～１１月分）　その後の保険料は、1年分の一括前納となります。

互 助 会 積 立 年 金

退職をもって積立は終了しますので、加入されている方は、一時金あるいは年金として受け取られるかご検討ください。
　❶「一般型」の加入者はア～ウから選択、組み合わせてください。
　❷「個年型」の加入者はア又はイのいずれかを選択してください。
　　ア　年金受け取りコース（10年、15年、20年確定年金・10年、15年、20年保障期間付終身年金）
　　イ　一時金受取コース　　ウ　「一時払退職後終身保険」加入コース

　受診者ごとに次の取扱いにより退職医療給付金請求書を作成し、次の必要書類を添付のうえ、互助会へ提出してください。
①領収書……… 受診者氏名、受診年月、医療機関名、受診科、受診区分及び保険適用の自己負担額がわかる領収書 （領収印が押印されて

いるもの）（写し可）
②高額療養費該当者…給付された高額療養費額のわかる保険者からの通知書（写し可）
③その他……… 医療機関において「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を使用した場合、当該認定書（写し可）

給付金請求の取扱い

退職継続者の取扱い
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共
済
組
合
で
は
、
医
療
機
関

で
受
診
し
た
際
に
窓
口
で
支
払
っ

た
自
己
負
担
の
額
が
２
万
５
千
円（
上

位
所
得
者
等
は
５
万
円
）を
超
え
る
と

き
、
そ
の
超
え
る
額（
高
額
療
養
費
相

当
額
を
除
く
。
１
０
０
円
未
満
の
端
数

は
切
捨
て
）を一部
負
担
金
払
戻
金（
家

族
療
養
費
附
加
金
）と
し
て
給
付
さ
れ

ま
す
が
、
互
助
会
の
医
療
補
助
金
につい

て
、
具
体
的
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

互
助
会
の
医
療
補
助
金
は
、

現
職
会
員
の
皆
様
の
医
療
費
の

負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、

平
成
13
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
現
職
会
員
の
皆
様
の

掛
金
率
１
０
０
０
分
の
２
の
う
ち
１
０

０
０
分
の
１
を
財
源
と
す
る
掛
金
の
み

で
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

給
付
内
容
は
、
医
療
機
関
等
で
受
診

し
た
際
に
窓
口
で
支
払った
自
己
負
担
の

額
が
１
万
３
千
円
を
超
え
る
と
き
、
共

済
組
合
か
ら
給
付
さ
れ
る
一
部
負
担
金

払
戻
金（
家
族
療
養
費
附
加
金
）や
高
額

療
養
費
相
当
額
を
除
い
た
額
を
医
療
補

助
金
と
し
て
、
皆
様
が
届
出
さ
れ
て
い
る

個
人
口
座
に
自
動
的
に
給
付（
愛
媛
県

市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ

る
会
員
以
外
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。）す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
医
療
機
関
等
か
ら
医
療
保
険

者
で
あ
る
共
済
組
合
に
提
出
さ
れ
た
レ

セ
プ
ト
等（
診
療
報
酬
明
細
書
等
）に
基

づ
き
支
給
し
ま
す
の
で
、
診
療
月
の
三

か
月
以
降
の
事
務
処
理
と
な
り
ま
す
。

　
　

私
は
、
先
月
医
療
機
関
に
入

院
し
、
個
室
を
利
用
し
ま
し
た

が
、
入
院
差
額
料
補
助
金
と
入
院
見
舞

金
の
給
付
を
併
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

《
入
院
差
額
料
補
助
金
》

　
　

入
院
差
額
料
補
助
金
は
、
現

職
会
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

病
気
又
は
負
傷
の
た
め
医
療
機
関
に
入

院
し
、
治
療
上
個
室
等
の
使
用
を
主
治

医
が
必
要
と
認
め
収
容
さ
れ
、
そ
の
室

の
差
額
を
負
担
し
た
と
き
、
一
事
業
年

度
1
0
0
日
を
限
度
と
し
て
、
一
日
につ

き
２
千
円
の
範
囲
内
で
給
付
す
る
も
の

で
す
。

　

な
お
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
給
付

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

① 　

公
務
又
は
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷

病
で
入
院
し
た
と
き

② 　

個
室
の
み
の
医
療
機
関
等
に
入
院

し
た
と
き

③ 　

出
産
時
に
入
院
し
、
正
常
分
娩
の

と
き

　

請
求
さ
れ
る
場
合
は
、
入
院
差
額
料

補
助
金
請
求
書
に
領
収
書
の
写
し（
日

数
、
日
額
等
を
明
記
し
た
も
の
）を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

《
入
院
見
舞
金
》

　

医
療
機
関
等
に
引
き
続
き
８
日
以
上

入
院
し
た
と
き
は
、
入
院
見
舞
金（
２
万

円
）に
該
当
し
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
請

求
く
だ
さ
い
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
ご
留
意
く
だ

さ
い
。

① 　

退
院
し
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
再

び
同
一
疾
病（
傷
病
）で
再
入
院
し
た

と
き
や
正
常
分
娩
に
よ
る
入
院
は
、

入
院
見
舞
金
の
給
付
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

② 　

労
災
と
認
定
さ
れ
た
傷
病
等
で
入

院
し
た
場
合
は
、
入
院
差
額
料
補
助

金
は
給
付
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、

入
院
見
舞
金
は
給
付
対
象
と
な
り
ま

す
。

Ｑ

Ｑ

A

A

医
療
補
助
金
と
は
？

入
院
差
額
料
補
助
金
と

入
院
見
舞
金
は
併
せ
て

請
求
で
き
る
？

医
療
費（
自
己
負
担
額
）

80,100円＋（医療費
－267,000円）×１%

共済組合から高額療
養費が支給

25,000円
共済組合から附加給
付等が支給

13,000円
互助会から医療補助
金が支給

自己負担

※ 共済組合からの附加給付等の基礎控除額については、上位
所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円

＆
A

Ｑ
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区分 種類 加入資格等 告知内容･注意事項

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険（
引
受
保
険
会
社
：
明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
）

団
体
定
期
保
険

組
合
員（
本
人
）

　組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入
日（１月１日）現在満１４歳６か月を超え、満６５歳６か
月までの者。（満６５歳６か月までに加入した場合、
在職中であれば同額以内で満７５歳６か月まで継
続可能となる。）
※配偶者、こどもだけの加入はできない。
※ 配偶者、こどもの加入保険金額は組合員の加入
保険金額の範囲内とする。

組
合
員（
本
人
）

【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていない。
※「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。

配
偶
者

　組合員（本人）の配偶者で申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在満１５歳６か月を
超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月まで
に加入した場合、組合員が在職中であれば同額以
内で満７５歳６か月まで継続可能。）

配
偶
者
・
こ
ど
も

【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中又は薬の処方期間中ではない。
※「治療」には、指示・指導を含む。
※「医師による治療期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいう。

こ
ど
も

　 組合員（本人）が扶養する子（健康保険法に定め
る被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用）
で申込書記載の告知内容に該当し、加入日（１月１
日）現在満２歳６か月を超え、満２２歳６か月までの
者。

配
偶
者
・
こ
ど
も

組
合
員（
本
人
）・

【過去１２か月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去12か月以内に、下記記載の病気により連続して14日以上の入院をし
たことがない。
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、
心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬
変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

医
療
保
障
保
険

組
合
員（
本
人
）

　団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の
告知内容に該当し、加入日（１月１日）現在満１４歳６
か月を超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か
月までに加入した場合、在職中であれば同額以内
で満６９歳６か月まで継続可能。）
※配偶者、こどもだけの加入はできない。
※ 配偶者、こどもの加入保険金額は組合員の加入
保険金額の範囲内とする。

組
合
員（
本
人
）

【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていない。
※「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。

配
偶
者

　組合員（本人）の配偶者で申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在満１５歳６か月を
超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月まで
に加入した場合、組合員が在職中であれば同額以
内で満６９歳６か月まで継続可能。）

配
偶
者
・
こ
ど
も

【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中又は薬の処方期間中ではない。
※「治療」には、指示・指導を含む。
※「医師による治療期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいう。

 

こ
ど
も

 組合員（本人）のこどもで申込書記載の告知内容
に該当し、加入日（１月１日）現在、満２２歳６か月ま
での者。

組
合
員（
本
人
）・
配
偶
者
・
こ
ど
も

【過去３か月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去３か月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、
その結果、検査（再検査･精密検査を含む）･入院･手術をすすめられていない。
※検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しない。
【過去２年以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去２年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間又は薬の処
方期間が、14日以上要した病気にかかったことがない。
※同一の病気で転院・転科している場合は通算する。
※「医師による診察･検査・治療を受けた期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をい
う。
※診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しない。
※「治療」には、指示・指導を含む。

重
病
克
服
支
援
制
度

組
合
員（
本
人
）

　団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の
告知内容に該当し、加入日（１月１日）現在満１４歳６
か月を超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か
月までに加入した場合は、在職中であれば同額以
内で満７１歳６か月まで継続可能。）
※配偶者だけの加入はできない。

組
合
員（
本
人
）

【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていない。
※「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。

配
偶
者

【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中又は薬の処方期間中ではない。
※「治療」には、指示・指導を含む。
※「医師による治療期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいう。

組
合
員（
本
人
）・
配
偶
者

【過去３か月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去３か月以内に、医師による診察又は健康診断・人間ドックを受け、そ
の結果、検査（再検査・精密検査を含む）・入院・手術をすすめられていない。
※検査をすすめられた検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しない。
【過去５年以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去５年以内に、腫瘍、ポリープ又は下記記載の病気により、連続して７日
以上の入院をしたことがない。
（がん・上皮内新生物保障特約について）
　当特約を新規付加するまたは当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併
せて、以下の【現在までの健康状態】をご確認ください。
【現在までの健康状態】
　申込日（告知日）現在までに、悪性新生物（がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含む。）または、上皮内
新生物（上皮内がん）と診断されたことはない。
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、
心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬
変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

配
偶
者

　組合員（本人）の配偶者で申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在満１５歳６か月を
超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月まで
に加入した場合、組合員が在職中であれば同額以
内で満７１歳６か月まで継続可能。）

共済グループ保険の加入要件等
■共済グループ保険　どんな人が加入できるの
　「共済グループ保険」は、平成３０年から新商品（「団体定期保険プラス」及び「医療費支援制度」）を加え、さらに充実した保
障内容となっております。
　本年においても、８月～９月頃募集を予定しておりますので、下記加入資格等をご参考いただき、ご検討ください。
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区分 種類 加入資格等 告知内容･注意事項

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険（
引
受
保
険
会
社
：
明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
）

団
体
定
期
保
険
プ
ラ
ス

組
合
員（
本
人
）

　団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の
告知内容に該当し、加入日（１月１日）現在満１４歳６
か月を超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か
月までに加入した場合、在職中であれば同額以内
で満７５歳６か月まで継続可能。）

組
合
員（
本
人
）

【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていない。
※「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。

配
偶
者

【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中又は薬の処方期間中ではない。
※「治療」には、指示・指導を含む。
※「医師による治療期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいう。

配
偶
者

　組合員（本人）の配偶者で申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在満１５歳６か月を
超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月まで
に加入した場合、組合員が在職中であれば同額以
内で満７５歳６か月まで継続可能。）

配
偶
者

組
合
員（
本
人
）・

【過去１２か月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去12か月以内に、下記記載の病気により連続して14日以上の入院をし
たことがない。
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、
心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬
変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

医
療
費
支
援
制
度

組
合
員（
本
人
）

　団体定期保険に加入の申込書記載の告知内容
に該当し、加入日（１月１日）現在満１４歳６か月を超
え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月までに
加入した場合、在職中であれば同額以内で満６９歳
６か月まで継続可能。）

組
合
員（
本
人
）

【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていない。
※「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。

配
偶
者

　組合員（本人）の配偶者で申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在満１５歳６か月を
超え、満６５歳６か月までの者。（満６５歳６か月まで
に加入した場合、組合員が在職中であれば同額以
内で満６９歳６か月まで継続可能。）

配
偶
者
・
こ
ど
も

【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中又は薬の処方期間中ではない。
※「治療」には、指示・指導を含む。
※「医師による治療期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいう。

こ
ど
も

　組合員（本人）のこどもで申込書記載の告知内
容に該当し、加入日（１月１日）現在、満２５歳６か月
までの者。

組
合
員（
本
人
）・
配
偶
者
・
こ
ど
も

【過去３か月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去３か月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、そ
の結果、検査（再検査･精密検査を含む）･入院･手術をすすめられていない。
※検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しない。
【過去２年以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去２年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間又は薬の処
方期間が、14日以上要した病気にかかったことがない。
※同一の病気で転院・転科している場合は通算する。
※「医師による診察･検査・治療を受けた期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をい
う。
※診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しない。
※「治療」には、指示・指導を含む。

―告知の対象とならない事項―
●医師による治療として処方されたものでなく健康増進のための市販のビタミン剤の服用●歯科医師による虫歯の治療
●手術により完治した急性虫垂炎●完治後のかぜ●色覚異常●現在治療を受けていない花粉症・水虫●妊娠中および分娩後で定期健診のみの受診

区分 種類 加入資格等 疾病・症状一覧表
疾病群 Ⅰ欄 Ⅱ欄

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険（
引
受
保
険
会
社
：
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜（
株
））

療
養
給
付
プ
ラ
ン

組
合
員（
本
人
）の
み

　団体定期保険に加入の組合員で、申込日（告知
日）現在正常に就業し、かつ次の１・２に定める者
で、保険契約開始期（平成３０年１月１日）現在満６５
歳までの者。

１　 右表「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄（Ａ群～Ｚ群）中の
病気で過去２年間に医師の診療、検査、治療ま
たは投薬を受けていない者。

２　 右表Ⅱ欄（Ａ群～Ｉ群）中の病気で過去２年間に
医師の診療、検査、治療または投薬を受けた者
は、その病気が記載されている右表「疾病群」
全部の病気（胃かいようを指摘された者であ
れば胃・腸の疾病すべて）を補償対象外として
加入することができる。

Ａ群 胃・腸の疾病 炎症性腸疾患（かいよう性大腸炎・クローン
病）

胃・腸・十二指腸の潰瘍、腹膜炎、胃・
腸のポリープ、腸閉塞、大腸炎

Ｂ群 肝臓・胆嚢・
膵臓の疾病 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、膵炎 急性肝炎、肝膿瘍、胆石、胆嚢炎

Ｃ群 腎臓・
泌尿器の疾病 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎腫瘍 腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路

の結石

Ｄ群 気管支・
肺の疾病

結核、肺腺維症、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ
（慢性気管支炎・肺気腫など））

肋膜炎、膿胸、ぜんそく、気管支拡張
症、肺炎、肺壊疽、自然気胸

Ｅ群 脳血管・
循環器系の疾病

脳卒中（脳出血・脳梗塞（脳軟化）・くも膜下
出血）、心臓弁膜症、心筋梗塞、心筋症、狭心
症、不整脈（心房細動など、人工ペースメー
カーを使用した場合を含む）心雑音、動脈硬
化症、動脈瘤

高血圧症、静脈瘤

Ｆ群 腰・脊椎の疾病 骨の腫瘍性疾患
腰痛症、変形性脊椎症、ぎっくり腰、
椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦
靭帯骨化症

Ｈ群 眼の疾病 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症

Ｉ群 ご婦人の疾病
子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、
乳腺症（乳腺線維腺腫を含む）、不正
出血

Ｚ群 その他

糖尿病、紫斑病、結核性疾患（カリエスなど）、
脳腫瘍、悪性腫瘍（各種がん・上皮内新生物・
肉腫）、白血病、悪性リンパ腫、アルツハイマー
病、ベーチェット病、膠原病（全身性エリテマ
トーデス・強皮症・皮膚筋炎・関節リウマチ・
多発性動脈炎など）、リウマチ熱、精神及び行
動の障害（統合失調症・気分（感情）障害（躁
うつ病、うつ病など）・恐慌性（パニック）障害・
心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）・アルコー
ル依存など）
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本
会
理
事
石
橋
寛
久
氏
が
平
成

29
年
９
月
10
日
に
退
任
さ
れ
た
こ
と

に
伴
う
後
任
の
理
事
に
岡
原
文
彰
氏

（
宇
和
島
市
長
）が
第
31
回
評
議
員

会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
、
本
年
11
月

９
日
付
で
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

が
ん
保
険（
平
成
29
年
11
月
か
ら

適
用
）に
つ
い
て
は
平
成
29
年
６
月
〜

７
月
に
、
共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
及
び

積
立
年
金（
平
成
30
年
１
月
か
ら
適

用
）に
つ
い
て
は
平
成
29
年
８
月
〜
９

月
に
か
け
て
募
集
い
た
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、

多
く
の
ご
加
入
を
い
た
だ
き
ま
し
た

こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
の
加
入

状
況
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　「椿神社」は地元の敬称で、正式名称は「伊豫豆比古命神社（いよずひこのみことじんじゃ）」です。
縁起開運・商売繁盛のご利益があるといわれております。
　かつて旧暦正月８日のみ祭礼が行われており、「お八日（おようか）」と呼ばれていましたが、現在はそ
の前後の３日間（７日～９日）にわたって行われています。「お椿さん」、「伊予路に春を呼ぶ祭り」と親しま
れ、期間中、数十万人が参拝し、参拝者数では四国一の大祭といわれています。
　御祭神は、「伊豫豆比古命（男神：いよずひこのみこと）」、「伊豫豆比売命（女神：いよずひめのみこ
と）」、「伊与主命（男神：いよぬしのみこと）」、「愛比売命（女神：えひめのみこと）」で、愛媛県の県名
は「愛比売命」に由来し、都道府県名で御神名を使用しているのは愛媛県のみだそうです。（平成３０年
の「お椿さん」は、２月２２日（木）～２４日（土）です。）

「お椿さん」（松山市）互 助 会 の 概 況
（平成２９年度１１月末現在）

・所 属 所 数  41
・会　員　数 現職会員数 14,855 人
 退職会員数 3,556 人
・被扶養者数  16,164 人
・平均給料月額 312,167 円

発行所／一般財団法人愛媛県市町村職員互助会　松山市三番町5丁目13番地1　TEL／089-945-4045㈹　編集発行人／山本 健一
Eメールアドレス／e-ctv-gojyokai@tau.e-catv.ne.jp

　

10
月
23
日
〜
25
日
の
３
日
間
に
亘

り
、
え
ひ
め
共
済
会
館
に
お
い
て
50

歳
以
上
の
会
員
を
対
象
と
し
た
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
愛
媛
県
市
町

村
職
員
共
済
組
合
と
共
同
で
開
催

し
、
１
５
７
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、一般
財
団
法
人
地

域
社
会
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
協
会
塚
本
伸

明
業
務
部
参
事
及
び
野
村
證
券
㈱

横
尾
恭
輔
シ
ニ
ア
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

講
師
に
迎
え
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
充

実
し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
ラ
イ
フ

プ
ラ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
や
家
計
経
済
の
リ

ス
ク
回
避
な
ど
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
愛
媛
県
長
寿
介
護
課
瀬

野
誠
二
介
護
研
修
係
長
か
ら
介
護
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つい
て
ご
案
内
が
あ
り
、引

き
続
き
、
互
助
会
の
現
職
会
員
に
対

す
る
各
種
給
付
内
容
や
退
職
後
の
互

助
会
事
業
に
つい
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

昨
今
は
、
自
助
努
力
が
求
め
ら
れ

る
時
代
で
す
。
会
員
の
皆
様
に
は
、

互
助
会
及
び
共
済
組
合
の
各
事
業
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
有
意
義
な
現
職

時
代
を
お
過
ご
し
い
た
だ
く
と
と
も

区　　　分 加 入 者（人） 保険金等（百万円） 月額保険料（千円）
がん保険 会　　員 2,274 ― 7,268

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険

団体定期
保険

組合員 6,981 129,636 39,092
配偶者 1,559 6,959 2,258
子　供 1,129 3,620 507
計 9,669 140,215 41,857

ボーナスコース 3,672 32,425 39,809

団体定期
保険プラス

組合員 3,615 17,953 3,399
配偶者 630 1,284 237
計 4,245 19,237 3,636

ボーナスコース 1,992 10,110 9,304
療養給付プラン 1,367 111 2,541

医療保障
保険

組合員 3,086 309 6,460
配偶者 597 60 1,370
子　供 543 54 553
計 4,226 423 8,383

医療費
支援制度

組合員 2,159 54 1,043
配偶者 291 7 158
子　供 94 2 35
計 2,544 63 1,236

重病克服
支援制度
（主契約）

組合員 3,461 5,735 4,444
配偶者 575 825 609
計 4,036 6,560 5,053

積立年金 月　払
一般型 384 1,050 口 2,100
個年型 799 2,630 口 5,260
計 1,183 3,680 口 7,360

（平成30年１月１日現在）

理
事
の
退
任
及
び
就
任

理
事
の
退
任
及
び
就
任

平
成
29
年
度
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
セ
ミ
ナ
ー（
50
歳
代
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
）開
催

岡原文彰理事

加 入 状 況

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
等
の

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
等
の

募
集
結
果

募
集
結
果

お
知
ら
せ

に
、
退
職
後
の
生
活
設
計
を
築
い
て

く
だ
さ
い
。


